


自第16号様式 

 
（注意事項）
１　申請時には、身体障がい者等が交付を受けている全ての手帳（身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証（精神通院医療に係るもの））及び
運転する者の運転免許証を提示してください。

２　生計を一にする者または常時介護者が運転する場合は、当該事実を証明する福祉事務所長、町村長、
県保健福祉事務所長または市保健所長の証明書（発行から２か月以内のもの。コピー不可。）を添
付してください。

３　身体障がい者等と別居中の生計を一にする者が運転する場合は、身体障がい者等との続柄を証す
る書類（住民票謄本または戸籍謄本（発行から２か月以内のもの。コピー不可。））及び生計を一に
することを証する書類（扶養関係の記載及び税務署の受理印がある確定申告書の写し、扶養関係の
記載がある源泉徴収票の写し、扶養関係の記載がある健康保険証の写し　など）を添付してください。

４　申請内容に変更が生じた場合は、速やかに最寄りの地方振興局へ届け出てください。
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障 が い 名
視覚障がい
聴覚障がい
平衡機能障がい
音声機能障がい（咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。）
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい（上肢機能障がい）
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい（移動機能障がい）
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
肝臓機能障がい

コード番号表（障がいの区分）
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